
青森りんご植栽１５０周年記念式典等企画運営業務 

 企画提案競技審査要領 

 

１ 目的 

この要領は、青森りんご植栽１５０周年記念式典及びイベント企画運営業務を、最も

優れた企画案を提出した業者に委託するため、審査に関して必要な事項を定めるもので

ある。 

 

２ 委託業務の内容 

別添仕様書のとおり 

 

３ 審査 

（１）審査方法 

提案のあった企画内容について、審査員は下記に示す審査項目それぞれに１点から

10点（最高は 10点）の評価点をつける。 

 

（２）審査項目及び審査の視点 

項    目 加算率 

①理解度 
本業務の趣旨を理解し、業務目的が達成される企画となっ

ているか。 
２倍 

②企画力 青森りんごの魅力を効果的に伝える内容になっているか。 ２倍 

③実現性 実現可能な内容となっているか。  

④告知・広報 効果的な集客方法になっているか。 ２倍 

⑤会場設営 装飾が当日の集客に効果的か。  

⑥混雑回避 安全対策は万全か。  

⑦経費見積 経費は適正か。  

 

（３）加算の理由 

   イベントの集客、企画は、青森りんごの情報発信、ＰＲ効果に大きく関わるため、

加算する。 

  

４ 委託先の決定 

審査員の評価点を元に、審査員ごとに業者を順位付けし、その順位に点数を付けた

（１位３点、２位２点、３位１点、４位以下０点）結果の合計点が最も高い業者を委託

先として選定する。なお、複数者同点の場合は、審査員協議の上で最も優れた業者を選

定する。ただし、審査員の評価点の平均が総配点数の６割未満の場合は、委託業者とし

て選定しない。 

また、提案者が１社のみの場合、得点が６割に達したときは、受託候補者として選定

する。 


